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名称及び代表者の氏名
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東 日本電信電話株式会社

ス へ

代表取締役社長 江 部

登録の年月日及び番号

平成 16年 4月 1日 第 233号

電気通信事業法第 33条第 2項の規定によ り､別紙のとお り接続約款の変更の

認可を受けたいので申請 します｡

実施期 日 認可を受けた後､平成 21年 4月 1日から実施 します｡



電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 
 

（利用者料金の課金） 

第 92 条（略） 

２ 利用者料金の課金を行う電気通信事業者は、自己の機器により収集した課金に関する情報等により、

課金を行うものとします。 

   ただし、第 54 条（接続形態）に規定する接続形態のうち、当社から発信して接続型ＰＨＳ事業者へ

着信する通信、当社から発信して携帯・自動車電話事業者へ着信する通信及び当社から発信して国際系

事業者へ着信する通信（前項ただし書きの場合を除きます。）並びに当社から電気通信番号規則第９条

第５号に定める番号により発信して無線呼出し事業者へ着信する通信について、着信に係る電気通信事

業者から課金に関する情報等を受信したときは、その情報等に基づき当社が協定事業者のために利用者

料金の課金を行うこととします。 

 

料金表 

 第 1表 接続料金 

 第１ （略） 

第２ 網改造料 

 １ 適用（略） 

 １－１ 網改造の対象となる機能 

区  分 備  考 

(1)～(6) （略） （略） 

(7) 携帯・自動車電

話事業者との柔軟

課金機能 

当社の利用者から発信する通信において、携帯・自動車

電話事業者から課金のための情報を受信した後、利用者

料金の課金を代行して行う機能 

携帯・自動車電話

事業者に適用し

ます。 

(8)～(34) （略） （略） 

(35) 無線呼出し事

業者との柔軟課金

機能 

当社の利用者から発信する通信において、無線呼出し事

業者から課金のための情報を受信した後、利用者料金の

課金を代行して行う機能 

無線呼出し事業

者に適用します。

(36)～(54) (略) （略） （略） 

(55) 付加サービス

番号を使用するサ

ービスに係る番号

情報収容機能 

電気通信番号規則第５条（付加サービス番号として使用す

る場合に限ります。）又は第10 条に規定する電気通信番号

を使用する協定事業者のサービスの契約者に係る契約者回

線番号等を当社の番号案内データベースに収容して番号案

内の用に供する機能 

 

 

 

(56)～(60) (略) （略） （略） 

 

 

 

 
 

 

（利用者料金の課金） 

第 92 条（略） 

２ 利用者料金の課金を行う電気通信事業者は、自己の機器により収集した課金に関する情報等により、

課金を行うものとします。 

   ただし、当社は、協定事業者から課金に関する情報等を受信したときは、その情報等に基づき協定事

業者のために利用者料金の課金を行うことがあります。 
 

 

 

 

 

料金表 

 第 1表 接続料金 

 第１ （略） 

第２ 網改造料 

 １ 適用（略） 

 １－１ 網改造の対象となる機能 

区  分 備  考 

(1)～(6) （略） （略） 

(7) 柔軟課金機能 当社の利用者から発信する通信において、協定事業者か

ら課金のための情報を受信した後、利用者料金の課金を

代行して行う機能 

携帯・自動車電話

事業者、無線呼出

し事業者又は中継

事業者に適用しま

す。 

(8)～(34) （略） （略） 

(35) 無線呼出し事

業者との柔軟課金

機能 

 第７欄に規定す

る機能を適用し

ます。 

(36)～(54) (略) （略） （略） 

(55) 付加サービス

番号を使用するサ

ービスに係る番号

情報収容機能 

電気通信番号規則第５条（付加的なサービスを提供する

ために使用する場合に限ります。）又は第10条に規定す

る電気通信番号（以下「付加サービス番号」といいます

。）を使用する協定事業者のサービスの契約者に係る契

約者回線番号等を当社の番号案内データベースに収容し

て番号案内の用に供する機能 

 

 

 

(56)～(60) (略) （略） （略） 

(61) 付加サービス

番号使用サービス

接続機能 

音声利用ＩＰ通信網サービスの利用者から発信して、協

定事業者が提供する付加サービス番号を使用するサービ

スに接続する機能 

 

 

附 則 

この改正規定は、認可を受けた後、平成 21 年４月１日から実施します。 
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接続約款変更認可申請書
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総務大臣

鳩 山 邦 夫 殿

郵便番号 540-8511
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住所 大阪府大阪市中央区馬場町 3番 15号

名称及び代表者の氏名

,うI )くぼノ3I I=._
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西 日本電信電話株式会社

おおたけ

代表取締役社長 大竹

登録の年月日及び番号

平成 16年 4月 1日 第 234号

電気通信事業法第 33条第 2項の規定により､別紙のとお り接続約款の変更の

認可を受けたいので申請します｡
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電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 
 

（利用者料金の課金） 

第 92 条（略） 

２ 利用者料金の課金を行う電気通信事業者は、自己の機器により収集した課金に関する情報等により、

課金を行うものとします。 

   ただし、第 54 条（接続形態）に規定する接続形態のうち、当社から発信して接続型ＰＨＳ事業者へ

着信する通信、当社から発信して携帯・自動車電話事業者へ着信する通信及び当社から発信して国際系

事業者へ着信する通信（前項ただし書きの場合を除きます。）並びに当社から電気通信番号規則第９条

第５号に定める番号により発信して無線呼出し事業者へ着信する通信について、着信に係る電気通信事

業者から課金に関する情報等を受信したときは、その情報等に基づき当社が協定事業者のために利用者

料金の課金を行うこととします。 

 

料金表 

 第 1表 接続料金 

 第１ （略） 

第２ 網改造料 

 １ 適用（略） 

 １－１ 網改造の対象となる機能 

区  分 備  考 

(1)～(6) （略） （略） 

(7) 携帯・自動車電

話事業者との柔軟

課金機能 

当社の利用者から発信する通信において、携帯・自動車

電話事業者から課金のための情報を受信した後、利用者

料金の課金を代行して行う機能 

携帯・自動車電話

事業者に適用し

ます。 

(8)～(34) （略） （略） 

(35) 無線呼出し事

業者との柔軟課金

機能 

当社の利用者から発信する通信において、無線呼出し事

業者から課金のための情報を受信した後、利用者料金の

課金を代行して行う機能 

無線呼出し事業

者に適用します。

(36)～(52) (略) （略） （略） 

(53) 付加サービス

番号を使用するサ

ービスに係る番号

情報収容機能 

電気通信番号規則第５条（付加サービス番号として使用す

る場合に限ります。）又は第10 条に規定する電気通信番号

を使用する協定事業者のサービスの契約者に係る契約者回

線番号等を当社の番号案内データベースに収容して番号案

内の用に供する機能 

 

 

 

(54)～(59) (略) （略） （略） 

 

 

 

 
 

 

（利用者料金の課金） 

第 92 条（略） 

２ 利用者料金の課金を行う電気通信事業者は、自己の機器により収集した課金に関する情報等により、

課金を行うものとします。 

   ただし、当社は、協定事業者から課金に関する情報等を受信したときは、その情報等に基づき協定事

業者のために利用者料金の課金を行うことがあります。 
 

 

 

 

 

料金表 

 第 1表 接続料金 

 第１ （略） 

第２ 網改造料 

 １ 適用（略） 

 １－１ 網改造の対象となる機能 

区  分 備  考 

(1)～(6) （略） （略） 

(7) 柔軟課金機能 当社の利用者から発信する通信において、協定事業者か

ら課金のための情報を受信した後、利用者料金の課金を

代行して行う機能 

携帯・自動車電話

事業者、無線呼出

し事業者又は中継

事業者に適用しま

す。 

(8)～(34) （略） （略） 

(35) 無線呼出し事

業者との柔軟課金

機能 

 第７欄に規定す

る機能を適用し

ます。 

(36)～(52) (略) （略） （略） 

(53) 付加サービス

番号を使用するサ

ービスに係る番号

情報収容機能 

電気通信番号規則第５条（付加的なサービスを提供する

ために使用する場合に限ります。）又は第10条に規定す

る電気通信番号（以下「付加サービス番号」といいます

。）を使用する協定事業者のサービスの契約者に係る契

約者回線番号等を当社の番号案内データベースに収容し

て番号案内の用に供する機能 

 

 

 

(54)～(59) (略) （略） （略） 

(60) 付加サービス

番号使用サービス

接続機能 

音声利用ＩＰ通信網サービスの利用者から発信して、協

定事業者が提供する付加サービス番号を使用するサービ

スに接続する機能 

 

 

附 則 

この改正規定は、認可を受けた後、平成 21 年４月１日から実施します。 
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